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広陵町次世代育成支援・女性活躍推進特定事業主行動計画 

 

令和８年 ４月 １日   

広 陵 町 長   

広 陵 町 議 会 議 長   

広 陵 町 教 育 委 員 会   

 

 広陵町次世代育成支援・女性活躍推進特定事業主行動計画（以下「本計画」という。）は、

次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号。以下「次世代育成支援法」という。）

第１９条及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号。

以下「女性活躍推進法」という。）第１５条に基づき、広陵町長、広陵町議会議長及び広陵

町教育委員会が策定する特定事業主行動計画である。 

 

１．はじめに（これまでの経緯）  

我が国における急速な少子化の流れを踏まえ、次世代の子どもたちが健やかに生まれ、

育成されていく環境（次世代育成支援対策）を社会全体として整える取組みが求められる

中、平成１５年に「次世代育成支援対策推進法」（平成２７年３月３１日までの時限立

法）が制定され、この法律に基づき広陵町は職員の仕事と子育ての両立を支援するため、

特定事業主行動計画を平成２２年に作成し、計画的な対策を行ってきた。仕事と子育てが

両立できる雇用環境の整備を進めてきたが、引き続き子どもが健やかに生まれ、育成され

る環境を充実させる必要があることから、次世代育成支援対策推進法の１０年間（令和７

年３月３１日まで）の延長が決まり、その後、１０年間（令和１７年３月３１日まで）再

延長され、次世代育成支援対策の推進・強化が図られるものである。 

 また、平成２７年８月２８日、「女性活躍推進法（令和８年３月３１日までの時限立

法）」成立・施行に伴い、本町においても平成２８年に同法に基づく女性職員の活躍の推

進に関する特定事業主行動計画を策定した。現在、法は、令和１８年３月３１日までの時

限立法に延長されている。 

 今後「仕事と子育ての両立」、「女性の活躍」等を推進していくためには、職員が安心

して育児に取り組み、すべての職員の仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）が

図られ、また、子育てをする職員が子育てに伴う喜びを実感できる職場環境をつくる必要

がある。 

 そこで、本町は、次世代育成支援法と女性活躍推進法には密接な関連性があるものと捉

え、平成２９年４月にこれらを一体化して特定事業主行動計画を策定し、４年間実行し、

令和３年４月に５年間の新たな計画を策定し取り組んできた。 

これまでの計画を検証した結果、次世代育成支援の項目については、ほぼ目標を達成し
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ているものの、年次有給休暇の取得や離職率の削減、時間外勤務の縮減において、目標未

達な状況もあった。このため、この特定事業主行動計画では、新たな目標を設定し取り組

んでいくこととする。 

 

２．計画期間  

  本計画の期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間とする。 

 

３．職員のワーク・ライフ・バランスの推進に向けた体制整備等  

  本町では、組織全体で職員が仕事と子育てを両立できるように推進するため、及び継

続的に女性職員の活躍を推進するため、「広陵町男女共同活躍推進委員会」を設置し、本

計画の策定・変更、本計画に基づく取組の実施状況・数値目標の達成状況の点検・評価

等について協議を行うものとする。 

 

４．職員のワーク・ライフ・バランスの推進に向けた数値目標  

  次世代育成支援法第 19条及び女性活躍推進法第 15条第 3項に基づき、職員の生活及

び職業における状況を把握し、改善すべき事情について分析を行った。当該課題分析の

結果、次のとおり目標を設定する。 

なお、この目標は、職員のワーク・ライフ・バランスにおける状況を把握し、最も優

先すべき課題に対応するものから順に掲げている。 

 

① 令和１２年度末までに、男性職員の育児休業（1ヶ月以上）取得率を、令和７年度

末の実績（４５％）から８５％以上にする。（当該年度に取得可能となった男性職員に

限る） 

 

② 令和１２年度末までに、常勤職員の時間外勤務時間の月平均を、令和６年度末の実

績（1人あたり６．８６時間）から１人あたり月４．０時間以下とする。 

   

③ 令和１２年度末までに、１人あたりの年次有給休暇の取得を、令和６年度の実績

（１１日）から１５日以上にする。 

  

④ 令和１２年度末までに、柔軟な働き方（両立支援制度の利用）をとっている職員の

割合を、令和７年度末の実績（１１％）から１５％以上にする。  

 

⑤ 令和１２年度末までに、育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援を行うこ

とを目的として、職場復帰後 3年以内の職員の離職率を、令和６年度末の実績

（５．５５％）を０％にする。 
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⑥ 令和１２年度末までに、課長相当職以上の女性職員の割合を、令和７年度末の実

績（２７．５０％）から３０％以上にする。 

 

⑦ 令和１２年度末までに、子育てや介護を理由に退職する職員の離職率を、令和６

年度の実績（０．４９％）から 0％にする。 

 

⑧ 婦人科健診の受診率を１００％にする。 

 

５．職員のワーク・ライフ・バランスの推進に向けた目標を達成するための取組  

  ４．で掲げた数値目標その他の目標の達成に向け、次に掲げる取組を実施する。 

なお、この取組は、町長部局、町議会事務局、町教育委員会において、職員のワー

ク・ライフ・バランスにおける状況を把握し、最も優先すべき課題に対応するものから

順に掲げている。 

   

  ① 育児と仕事の両立に向け、休暇取得率向上を目的とした課内環境改善会議を定期的

に行うことで、職員の業務分担の見直しや進捗状況の把握を行う。 

 

② 育児中・介護中の職員が所属する課において、フォロー人員を補充するなど柔軟な

人事配置に努める。 

 

  ③ 男性の育児休業や配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得の促進に向け、管

理職員を対象とした意識改革や職場マネジメントに関する研修を実施する。 

 

④ 仕事の共有化・効率化・生産性の向上を図るため、各職場で実践できるアイデア等

をマニュアルに反映、作成する。 

 

  ⑤ 女性職員を対象とした外部研修（自治大学校、市町村アカデミー等）に積極的に派

遣する。 

 

  ⑥ 女性の健康上の特性について、相談しやすい体制を人事担当課に設け、定期健康診

断（人間ドックを含む）及び婦人科健診の受診を促し、職場全体で健康増進に努め

る。 

（以上） 


